
令和 6 年度保健センター事業概要（精神保健事業） 

※令和 6年度事業統計とリンクした内容を記載しています 

 

精神保健相談                                                  

市民や関係機関からの精神保健福祉に関する相談に応じている。 

 

電話、来所面接、家庭訪問、電子メールによる相談(市民対象)、関係機関との相談 

相談を受け、必要に応じて電話相談や面接、訪問等につなげている。 

 

事例検討会 

   保健センターにおける事例検討会                                        

さまざまな事例への対応方針を協議するため、随時、事例検討会を実施している。 

 

市長同意                                                            

医療保護入院の際は、家族等の同意が必要とされており、令和 6年 4月 1日法改正で、医療保護入院の入

院期間が 6か月以内と定められ、入院期間を更新する際にも家族等の同意の確認が必要になった。保健セン

ターでは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33条第 2項及び第 33条第 6項に基づき、病院か

らの依頼があった際に、家族等に関する事項について確認の上、市長同意の事務を行っている。 

 

 


